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公  告 

 

次のとおり、企画競争に付します。 

 

令和 8年 1月 15 日 

 

 

                 全国国民年金基金 

                    契約担当役 坂本 耕一 

 

１ 企画競争調達内容 

（１）件名 

国民年金基金制度に関する調査及び回答結果分析業務 

（２）仕様 

   仕様書の通りとする。 

（３）落札者の選定 

   企画競争書による企画競争により決定する。 

（４）履行期間 

   仕様書の通りとする。 

（５）企画競争書の提出期限 

   令和 8年 2月 17 日（火）12 時まで 

（６）企画競争書の提出方法 

   次の場所に直接提出(持参)または郵送すること。 

 〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目 1番 22 号 ＮＭＦ青山一丁目ビル 9 階  

  全国国民年金基金 総務企画部経理課 

（７）結果発表 

   令和 8年 2月 25 日（水）まで 

 

２ 企画競争に参加する者（以下「企画競争参加者」という。）に必要な資格に関する事項 

（１） 令和 07・08・09 年度の一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資格）のうち、資格

の種類及び等級の「役務の提供等」が A、B、C または D のいずれかの等級に格付けさ

れ、競争参加地域として「関東・甲信越」地域が有効である者。 

（２） 国際標準化機構の ISO9001 を取得している者であること。または、これと同等の品質管

理体制を有する者であること。なお、市場・世論・社会調査の国際規格である ISO20252

認証を取得していることが望ましい。 

（３） 情報保護に関する以下のいずれかの認証又は使用許諾を得ている者であること。 

① ISO/IEC 27001（ISMS 国際規格） 

② JIS Q27001（日本工業規格） 

③ プライバシーマーク（Ｐマーク） 

（４） 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（５） 企画競争参加申請書または添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者で

あること。 
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（６） 厚生労働省から取引停止または指名停止の措置を受けていないこと。 

（７） 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（８） 当該業務または類似の業務を相当量完了した実績を有している者であること。 

（９） 自己、自社、関係会社及び役員が次に掲げる者のいずれにも該当しない者であること。 

① 暴力団またはその構成員若しくは準構成員 

② 暴力団関係企業またはその役員、株主若しくはその他の関係者 

③ 総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団若しくはその関係者 

④ その他上記①～③に準ずる者 

 

３ 契約条項等を示す場所 

〒107-0052 東京都港区赤坂 8丁目 1 番 22 号 ＮＭＦ青山一丁目ビル 9階 

  全国国民年金基金 総務企画部 経理課 

 
４ 仕様書等交付場所及び交付日 

（１）場所  

   〒107-0052 東京都港区赤坂 8丁目 1 番 22 号 ＮＭＦ青山一丁目ビル 9 階 

   全国国民年金基金 総務企画部 経理課 

   電 話 03-6804-6028 

   メール soumukikaku-keiri.ua18@zenkoku-kikin.or.jp 

（２）交付日 

令和 8年 1月 15 日（木）～ 令和 8 年 2月 13日（金） 

 

５ 企画競争方法、企画提案書に関する条件 

  「企画競争説明書」の通り。 

 
６ 契約保証金 

  免除 

 

７ 契約書 

  契約締結にあたっては、契約書を要する。 

 
８ その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）企画競争参加資格の審査 

   企画競争参加資格の有無は、全国国民年金基金総務企画部経理課により審査するものと

し、参加資格を有しないと判断された者に対しては、令和 8 年 2月 17 日（火）12 時までに

その旨を連絡することとする。 

（３）落札者の決定方法 

企画競争方式による。 

企画競争説明書に従い企画競争書を提出した企画競争参加者であって、本公告２の企画

競争参加資格及び仕様書の要求条件をすべて満たし、企画内容の評価が最も高い者を受託

者とする。 
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受託者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、

またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当

であると認められるときは、企画内容の評価が次に高い者を受託者とする。 


